
運営方法について 

１ 要旨 

準備協議会の運営を円滑に行うため，運営方法を次のとおり定める。 

２ 運営方法（案） 

○  企業団の規約及び事業計画等については，準備協議会で協議を行いながら，  

段階的に策定する。（４回開催） 

○  企業団の規約及び事業計画等については，準備協議会の決議をもって決定する。 

 

令和３年度 

   ・４月 26日 

 

                  

 

   ・11月頃 
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令和４年度 

・７月頃 

  

 

 

   ・９月     県・市町の各議会で企業団設立議案を議決 

   ・11月     企業団設立（国による設立許可）  

令和５年度 

・４月     企業団による事業開始（国による事業認可） 

 

第４回準備協議会 

 ・企業団規約案 

 ・事業計画案 

資料２ 

第１回準備協議会 

 ・協議会の概要 

 ・運営方法 

第２回準備協議会 

 ・企業団規約骨子 

 ・事業計画骨子 

・令和４年度予算案 

幹事会 

・企業団規約案 

 ・事業計画案 

幹事会 

・企業団規約骨子 

 ・事業計画骨子 

 ・令和４年度予算案 

幹事会 

・企業団規約素案 

 ・事業計画素案 

第３回準備協議会 

 ・企業団規約素案 

 ・事業計画素案 


